
 

 

    

 

 

 

 

 (1) 計画改定の趣旨・目的  

 

上越市障害者計画・第 7期障害福祉計画・第 3期障害児福祉計画では、障害者基本法及びその他

関連法の趣旨に沿って、子どもから大人まで一貫した支援の推進を共通の視点として各施策を推進

するとともに、国が示す基本指針や、前期計画の数値目標に対する進捗状況、各年度における障害

福祉サービス等の実績を踏まえ、令和 8年度を最終目標年次とした具体的な数値目標や、各年度に

おける障害福祉サービス等の見込み量を設定した。この計画に基づき、上越市における障害者施策

の一層の充実に取り組む。 

 

 (2) 計画の位置付け  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 計画の期間  

 

計画期間は、令和 6年度から令和 8年度までの 3年間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    (1) 計画の基本理念  
 

 

 

 

 

 

 (2) 計画の目標  
 

▼目標１ 住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための体制の整備を強化します 

障害のある人を正しく理解し、個人の人格や個性を尊重し合うことを目指し、障害を理

由とする差別の解消や障害のある人の権利擁護を推進するとともに、地域住民や関係機関

と連携しながら、地域での見守り等を含めた重層的な支援体制の整備に取り組む。 

 

▼目標２ 
利用者の意思が尊重され、本人の自立や介護する家族等を支援する障害福祉

サービスの充実を図ります 

障害のある人を、自らの決定に基づき社会のあらゆる分野における活動に参加する主体

として捉え、障害のある人が自らの能力を最大限発揮し自己実現できるよう支援する。 

障害のある人が自ら望む地域生活を継続していくために、障害福祉サービスや経済的支

援の充実を図るとともに、自己決定の尊重と意思決定の支援に配慮しつつ、必要な支援等

が行われることを推進する。 

支援ニーズの多様化・複雑化に対応するため、事業者と連携し、サービスの質の向上及

び人材の確保に向けた取組を推進していく。 

 

▼目標３ 
一人一人の出番を創出し、生きがいを持っていきいきと暮らせるまちづくり

を推進します 

障害のある人が自分らしく暮らしていくために、様々な活動に参加しやすい環境づくり

を推進し、社会参加等による豊かな暮らしの実現を図る。 

障害のある人の就労支援のため、一人一人の適正やニーズに合った支援を提供すると 

          ともに、障害のある人もない人も、分け隔てなく雇用される地域社会を目指していく。 

 
 

 上越市障害者計画・第 7期障害福祉計画・第 3期障害児童福祉計画（案）の概要について 

 

【基本理念】 

誰もが居場所と出番を持って、共に支え合いながら、安心してすこやかに 

自分らしく暮らせる地域社会の実現 

 

① 障害者計画 

障害者基本法第 11条第 3項の規定に基づく「市町村障害者計画」として、当市における障害福 

祉の推進に係る理念や基本的な施策の方向を定めるもの 

② 障害福祉計画 

  障害者総合支援法第 88条第 1項の規定に基づく「市町村障害福祉計画」として、当市におけ

る障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業提供体制の確保や業務の円滑な実施に関す

る計画を定めるもの 

③ 障害児福祉計画 

  児童福祉法第 33条の 20の規定に基づく「市町村障害児福祉計画」として、障害児通所支援及

び障害児相談支援の提供体制の確保や実施に関する計画を定めるもの 

 

 

 

 

１ 計画の概要 ２ 計画の基本理念と目標 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

(1) ▶ 差別事案の情報、差別の解消に向けた助言や再発防止のための周知・啓発 

▶ 上越市障害者差別解消支援地域協議会における差別事案の情報共有、差別の解消に資する取組等の検討 

(2) ▶ 成年後見制度を適切に利用できる環境を整えるため中核機関を設置 

   ▶ 関係機関と連携した虐待事案の早期発見、早期支援 

   ▶ 自立支援協議会に「当事者部会」を設置し、当事者の意見が施策に反映できる仕組みを整える 

(3) ▶ 医療機関と連携し、長期期入院中の精神障害のある人の退院を支援 

▶ 県や相談支援事業所が主催する協議の場を活用し、継続した支援体制の検討 

(4) ▶ 手話通訳者等の人材育成・確保、日常生活用具給付等事業における情報・意思疎通支援用具の充実 

▶ 緊急時における適切な手話通訳者の派遣に向けた医療機関や消防、警察等の関係機関との連携 

(1) ▶ 相談支援専門員の更なる資質向上に向けた複数の相談支援事業所による協働体制の構築 

   ▶ 業務の効率化や運営面での支援を通じて、指定相談支援事業への民間事業者の参入を促進 

▶ 障害福祉サービス事業所と連携した強度行動障害など重い障害がある人の緊急時における支援体制の整備 

▶ 地域課題に対する効果的な支援策の検討に向けた自立支援協議会の体制の充実 

(2) ▶ 個々のニーズや実態を踏まえた障害福祉サービスの質的・量的な充実 

(3) ▶ 介護保険施設等と連携した障害福祉サービス等利用者の生活の場の確保 

   ▶ 重度の障害のある人に対応する「日中サービス支援型グループホーム」の整備促進 

(4) ▶ 医療費助成制度や各種手当等の適正な運用 

   ▶ 特別支援学校への通学支援の充実 

(5) ▶ 災害時の避難体制の維持及び充実 

(1) ▶ ライフステージに即した切れ目のない支援体制の構築に向けた地域の相談支援体制の充実 

   ▶ こども発達支援センターが行う就学前児童を対象とする発達相談の機能の充実 

(2) ▶ 地域の児童発達支援事業所と連携を強化し、身近な地域で療育を受けられる体制づくりの推進 

   ▶ 保育所等訪問支援事業等を通じた保育園等でのインクルーシブ保育の推進 

(3) ▶ 医療的ケア児等コーディネーターを配置し、医療的ケアが必要な児童とその家族の支援を総合的に調整 

   ▶ 家族の一時的なレスパイトを支援するため、日中の預かり支援の実施 

 

(1) ▶ タクシー利用や運転に必要な自動車改造費などの各種助成制度の継続   

▶ イベントを通じて芸術文化等に触れる機会の創出 

(2) ▶ 障害者団体の新規会員の加入促進に関する支援 

      ▶ 障害者団体との定期的な意見交換等を通じた連携協力体制の構築 

(3) ▶ 関係機関との連携による受入先企業の開拓や就労後の職場定着などの取組推進 

▶ 特別支援学校の児童生徒等を対象にした一般就労向けセミナーの開催 

(4) ▶ イベントの実施や資料の配布等による障害福祉サービス事業所の紹介や制度説明の機会の創出 

      ▶ 市の物品やサービスの調達において、障害福祉サービス事業所から優先的・積極的な調達の推進 

 

３ 施策の方向性 

▶重点取組 

▶重点取組 

▶重点取組 

▶重点取組 

▶重点取組 

▶重点取組 

▶重点取組 

▶重点取組 

▶重点取組 
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施策の方向性 

(1) 障害を理由とする差 

別の解消の推進 

(2) 権利擁護の推進 

(3) 精神障害にも対応した地域 

包括ケアシステムの構築 

(4) 情報提供・意思疎通支

援の充実 

(1) 包括的な支援体制の 

整備 

 
(2) 障害福祉サービスの充 

実 

 

(4) 各種助成制度の適切な 

運用 

 

(3) 住まいの場の充実 

(1) 障害児相談支援の充実 

(2) 児童発達支援事業等の 

充実 

(3) 医療的ケア児支援体制

の確保 

１ 地域共生社会の実

現に向けた取組の

推進 

(1) 社会参加の促進 

(2) 当事者活動の促進 
４ 障害のある人の社会

参加等による豊かな

暮らしの実現 

(3) 一般就労の促進 

(4) 福祉的就労の促進 

３ 障害児支援体制の整 

備 

【目標１】 

住み慣れ

た地域で

安心して

暮らし続

けるため

の体制の

整備を強

化します 

【目標３】 

一 人一人

の 出番を

創出し、生

き がいを

持 ってい

き いきと

暮 らせる

ま ちづく

り を推進

します 

【目標２】 

利 用 者 の

意 思 が 尊
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２ 障害のある人が安

心して暮らせる地

域社会の実現 

(5) 災害時への備えの充実 


